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　(4)　「備考」の欄は、「三大都市圏にある事業所から認定日以後に転勤させた従業員の数」欄に記載した従業員の数を特定地域等の振興を促進

    するための県税の課税の特例に関する条例施行規則第２条の２で定める地域にある事業所ごとに区分して記載すること。

5　「立地地域内対象設備に係る増加常時雇用者数」欄は、条例第4条の2第1項の規定による不均一課税の申請書(製造業の場合を除く。)

    に添付する場合に記載すること。

6　次の書類を添付すること。

1　この明細書は、取得等（新増設）をした工業生産設備等ごとに作成すること。

3　「減価償却資産の取得価額」の欄の記載については、固定資産税における償却資産申告書(地方税法施行規則(昭和29年総理府令第2

    3号)第26号様式(別表を含む。))の記載例によること。

4　「特定業務施設の整備状況」欄は、地域再生法第17条の2第1項第1号または第2号に掲げる事業の実施者が条例第4条第1項の規定による

   課税免除または条例第4条第2項の規定による不均一課税の申請書に添付して提出する場合に記載し、事務所または事業所ごとにそれぞれ記載すること。

(1)　「事務所または事業所で行う業務」欄は、調査・企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、その他管理業務部門、

    研究所、研修所の別に記載すること。

(2)　「特定業務施設整備計画認定時の状況」の「業務に従事する常時雇用する従業員の数」欄は、知事の認定を受けた地方活力向上

     地域等特定業務施設整備計画に記載した「特定業務施設において常時雇用する従業員に関する事項」に記載した従業員（雇用の定め

2　「区分」欄は、該当する設備投資の内容（新設、増設等）を記載すること。

(1)　事業所全体の平面見取図(見取図中に地区指定の日以後の土地および家屋の減価償却資産の取得の部分および取得年月日(家屋

    の減価償却資産については、取得年月日およびこれを事業の用に供した日)を明示すること。)

(2)　事業所の年次別建設計画書およびその実績概要に関する書類

(3)　減価償却資産の取得年月日、取得価額、耐用年数および特別償却の有無を明らかにする書類(法人税法施行規則(昭和40年大蔵省

    令第12号)別表16「減価償却資産の償却額の計算に関する明細書」の写し等)

    がなく雇用されており、かつ１週間の所定労働時間が２０時間以上の従業員に該当する者をいう。以下同じ。）の数を記載すること。

　(3)　「課税免除または不均一課税の適用を受けようとする事業年度または年の末日における状況」の「業務に従事する常時雇用する従業員の数」欄

    および「三大都市圏にある事業所から認定日以後に転勤させた従業員の数」欄は事業年度の末日における特定業務施設のそれぞれ

    の従業員数を記載すること。


